
徳
島
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
徳
島
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

提
案
理
由

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
病
床
転
換
支
援
金
を
納
付
す
る
市
町
村
に
係
る
徳
島
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の

特
例
を
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

第
八
号

徳
島
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

徳
島
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
八
号

徳
島
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

１７

平
成
25年

6月
議
案
及
び
議
案
説
明
書




